
岬町ビジネス用デスクトップパソコン(リース) 

 

岬町はデスクトップパソコンを更新するにあたり、ハードウェア・ソフトウェアを購入し、導入作業を委託するリー

ス契約を行う。 

 

1. リース物件 

岬町ビジネス用デスクトップパソコン(リース) 

 

2. 設置場所 

　岬町内の指定場所 

 

3. ヒアリング 

　リース入札後、最低価格を提示したリース会社又はリース物件の購入先からヒアリングを行い、リース物

件が仕様書に適合しているか確認する。岬町が仕様書に適合しないと判断した場合は、当該リース会社は

失格とする。議事録（要点筆記）はリース会社又はリース物件の購入先が作成し、岬町の承認を得ること。 

 

4. 契約 

　本件は、地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得

にあたることから、ヒアリングに合格したリース会社と仮契約し、議会の議決を以って本契約とする。 

　なお、仮契約にあたっては、リース会社及びリース物件の購入先と個人情報保護に関する覚書を締結す

るものとする。 

 

5. 検収 

　検収は、リース物件の全ての納品確認後に行う。 

 

6. リース期間 

　令和７年１０月 1 日から令和１２年９月３０日までの６０ケ月間（毎月翌月払い）とする。ただし、部品調達等、

真にやむを得ない事情で納入期限である令和７年９月３０日に間に合わない場合は、書面により変更協議

を行うことを可とする。この場合において、リース期間は別に定める納入期限の翌月から６０ケ月間とする。 

　なお、本件リース契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約である。 

 

7. その他 

（１）リース期間満了後、リース会社は岬町にリース物件を無償譲渡するものとする。 

（２）リース物件には、動産総合保険を付保すること。 

 

8. 担当 

　岬町総務部デジタル推進課  戸越  TEL　072-492-2721 



 

　（参考スケジュールと役割） 

　　凡例：　◎…主担　〇…参加者

 時期 内容 岬町 リース 
会社

リース物件 
の購入先

 令和７年 
４月～５月 
 

入札公告 
入札 
ヒアリング 
ヒアリング議事録作成 
仮契約、個人情報保護に関する覚書の締結

◎ 
◎ 
◎ 
〇 
◎

 
〇 
 
 
◎

 
 
〇 
◎ 
〇

 ６月下旬 議会の議決（契約日の確定） ◎

 ７月～９月 物件の調達 
導入作業等の打合せ 
設定 
設定済みサンプル機器の検査（任意） 
納品 
検査

 
〇 
 
◎ 
 
◎

◎ 
◎ 
◎ 
〇 
◎ 
〇

 １０月 リース期間開始 ◎

 １１月 初回請求・支払 ◎ ◎



 
 
 
 
 
 
 
 
 

岬町ビジネス用デスクトップパソコン 

仕様書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岬町総務部 

デジタル推進課 



１．総則 

本仕様書は、今回、調達を行うビジネス用デスクトップパソコンについて、その機

能、性能、数量及び設定等について取りまとめたものである。 

２．調達機器等 

ビジネス用デスクトップパソコン 119 台 

納入期限　令和７年 9月 30 日まで 

３．詳細仕様 

（１）本体仕様 

○形状 　　　スリム型デスクトップのサイズ以下であること。 

○CPU 　　　インテル Core i3（14 世代）相当以上 

○メモリ 　　　8GB 以上 

○SSD　　 　　　内蔵 250GB 以上 

○端子 　　　①USB2.0 対応端子、USB3.2Gen1 対応端子を合計で 4個以上。 

　　　　　　　　　なお、少なくとも１個については前面に有すること。有しない 

　　　　　　　　　場合は USB 延長ケーブルを用意すること。 

 ②1000Base-TX 以上に対応している LAN 端子を本体に有するこ

と。 

　　　　　　　　　③VGA、DVI、DisplayPort（以下「DP」という。）、HDMI のう

ち、異なる組み合わせで２以上を本体に有すること。ただし、

次の表のとおりディスプレイの変換ケーブルを用意すること。 

 
 
 

 

 

 

 

　　※既存のディスプレイ（VGA 又は DVI）に接続するため、場合によって変換　

ケーブルを求めるもの。 

 

 VGA DVI DP HDMI 変換ケーブル 
オス側

変換ケーブル 
メス側

 1 1 変換ケーブルは不要

 1 1 DP （２）変換ケーブル仕様

のとおり。

 その他の組み合わせ 質疑でお問合せください。
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○電源 　　　AC100V（50/60Hz）に対応していること。 

○キーボード 　　　日本語用でテンキーが独立したタイプが付属していること。 

○マウス 　　　２ボタン型ホイールマウス（ボール式以外）が付属しているこ

  　　　と。 

○本体色　　　　　指定なし。 

　〇光学ドライブ　　不要（設定等で必要となる場合は、USB 接続の DVD ドラ

イブを貸し出しすることができる。） 

 

（２）変換ケーブル仕様 

①メス：VGA　５５個 

　 ②メス：DVI　６４個 

（３）ソフトウェア仕様 

○OS 　　　　　　  Microsoft Windows Professional 11　（64bit）正規版以上 

○ソフト 　　　①オフィスソフト 

入札時点における最新版の Justsystem Just Office。 

　　　　　　　　　　なお、代替品として、Microsoft office Standard、かつ、 

Adobe Acrobat Pro を認める。 

　　　　　　　　　　 ②各種ソフトウェア（オフィスソフト、Adobe Reader、

Lhaplus、Thunderbird）、ウイルス対策ソフト（管理下クラ

イアントとして）、プリンタドライバ（複数機種・複数台あ

り）等のインストールを行うこと。また、インターネットか

らソフトウェアをダウンロードすることを可とする。 

　　　　　　　　　　 ③パソコンの再セットアップ用のリカバリディスク（メーカー

純正可）を添付すること。SSD 内のリカバリデータからリカ

バリ用ディスクを作成することも可とする。なお、リカバリ

データはメーカー出荷時の状態で可とする。ただし、オフィ

スソフトを含む有償ソフトウェアについては、再インストー

ルのためのメディア又はライセンス情報等を用意すること。 

　○その他　　　　　　Microsoft Word、Excel は、単体製品、Office Personal のい

ずれも可とする。 

　　　　　　　　　　　有償ソフトウェアについては、OEM 版、ライセンス提供を可

とするが、再インストール用のメディア又はライセンス情報

等を用意すること。 

（４）納品場所　　　岬町が指定する場所（別表１） 

（５）製造について　同一メーカー、同一製品であること。 
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４．設定及び納品について 

岬町とスケジュール調整した後、機器を納品・設置し、ネットワーク等の必要な

設定を行うこと。 
（１）設定について 

岬町が提示するマニュアル及び指示に従い、機器を設定し、所定の場所に設置す

ること。設置後、機器が正常に動作しないことが判明した場合、再設定すること。 
なお、設定作業の概要は以下のとおりである。 
①ソフトウェア仕様に掲げる OS 及びソフトウェアのインストール 
②Windows アップデート 
③システムの復元ポイントの作成 
④LGWAN 接続設定、プリンタ接続テスト、メール設定等 
⑤その他岬町が指定する作業 

（２）納品について 

取扱説明書等添付品は、整理したうえで総務部デジタル推進課に納品すること。

また、機器を梱包している箱等は、納品する者の責任において処分すること。 
（３）その他 

○本契約には旧クライアント等の撤去・移送作業は含むが、引き取り処分及び

データ移行作業は含まない。 
旧 PC 移送先・旧多奈川保育所（多奈川谷川２５２３－１） 

○クライアント設置に必要な電源コンセント及び LAN ケーブルは事前に岬町が

 用意する。 
○クライアント設置場所は、岬町役場（１階から３階まで、エレベーターな

し）、その他の岬町内の出先機関であることに留意すること。（別表１） 
○決定業者に対して各種設定に必要な情報の提供は行うが、そのための項目等

 が記載されたシートを作成し、書面及びエクセル等のデータで提出するこ 
と。 

○機器には、保守管理が円滑に実施できるように管理用のラベル（コンピュー

ター名及び IP アドレス）を用意し、貼付すること。 
○すべてのハードウェア及びソフトウェアについて必要なユーザ登録を行い、登

 録したシリアルナンバー等の一覧表を作成し、提出すること。 
○ソフトウェアベンダーのライセンス制度、仕様許諾等を適法に利用されている

 こと。 
○機器の通常の使用における故障については、１年間無償修理対応すること（た

 だし、メーカー保証期間が１年間以上の場合は、その期間とする。）。 
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○保証期間中の修理はオンサイト、センドバックのいずれも可とするが、その際

 に出張料、送料等の費用が発生しないこと。 
○設定等に必要となる場所・電源口・LAN については、岬町が提供する。 

５．その他留意事項 

（１）本業務の実施により知りえた岬町のネットワーク情報その他、一切の情報に

 ついては、本業務を遂行する目的でのみ使用し、外部に漏らしてはならな 

い。本業務終了後も同様とする。 

（２）本業務により作成した各種ドキュメントの著作権は、岬町に属する。 

（３）業務の遂行にかかる打ち合わせ等の必要経費は、決定業者の負担とする。 

（４）機器を搬入するために必要な経費は、決定業者の負担とする。 

（５）本仕様書に明記されていない細部の事項については、岬町の指示に従うこと 

 

（別表１） 

※台数については、現時点での予定であり、変動する可能性がある。

 出先機関 住所 台数

 岬町役場 深日２０００－１ ９７台（内予備２台）

 保健センター 多奈川谷川２４２４－３ ７台

 文化センター 多奈川谷川１９０５－２２ ５台

 淡輪保育所 淡輪４５３５－１ ２台

 多奈川保育所 多奈川谷川１６２４ 
（多奈川小学校内）

２台

 深日保育所 深日８９９ 
（深日小学校内）

２台

 子育て支援センター 深日２０２６ ２台

 給食センター 多奈川谷川１６６３－１ １台

 淡輪幼稚園 淡輪４６５６－１ １台

 計９カ所 １１９台


